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都
市
計
画
と
は

　
都
市
計
画
と
は
、
農
林
漁
業
と

の
健
全
な
調
和
を
図
り
つ
つ
、
住

民
が
安
全
で
快
適
に
生
活
や
活
動

が
で
き
る
都
市
や
生
活
環
境
を
つ

く
る
た
め
の
手
法
で
、
土
地
の
利

用
や
建
物
を
建
築
す
る
際
の
ル
ー

ル
、
道
路
や
下
水
道
、
公
園
・
緑

地
な
ど
の
整
備
計
画
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
都
市
計
画
で
定
め
た
ル
ー
ル
に

沿
っ
て
、
住
宅
や
商
業
施
設
、
工

場
な
ど
を
建
て
、
道
路
や
公
園
な

ど
の
公
共
施
設
を
効
果
的
・
機
能

的
に
配
置
す
る
こ
と
で
、
安
全
・

快
適
な
ま
ち
を
目
指
す
も
の
で
す
。

都
市
計
画
の
決
め
方

　
都
市
計
画
は
、
望
ま
し
い
ま
ち

の
将
来
像
と
方
針
に
沿
っ
て
決
定

し
ま
す
。
市
町
村
に
お
い
て
そ

の
基
本
的
な
方
針
を
定
め
た
も
の

を「
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」

と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
は
、
広
域
的
な
視
点
か
ら
都
道

府
県
が
定
め
る｢

都
市
計
画
区
域

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン｣

と
市
町
村
の

総
合
計
画
に
即
し
た
上
で
、
そ
の

他
の
関
連
計
画
を
踏
ま
え
、
策
定

す
る
も
の
で
す
。

市ホームページ

都市計画の導入に向けた

取 り 組 み は、 市 ホ ー ム

ページで確認できます ▼

　建物の建築に当たり、現在は、建築基準法に基づく個々の建物の構造、防火、
衛生に関する全国一律の「単体規定」のみが適用されています。今後、お住ま
いの地域が都市計画区域に指定された場合、良好な集団的建築環境の確保を目
的とする「集団規定」が新たに適用されるようになります。
　集団規定としては、敷地と道路の関係を定めた「接道規制」、建物の用途の
制限を定めた「用途規制」、建物の高さや敷地に対する建築面積・延べ床面積
の割合などの制限を定めた「形態制限」などがあります。集団規定の具体的な
内容は、今後、都市計画導入に向けた取り組みの報告に合わせてお知らせします。

☎ ０８６９ - ２２ - １０３１
問 企画振興課企画振興課

　市では、近年、民間バス路線の廃止やＪＲ赤穂線の減便、市周辺部における空き家や荒廃農地の増加など、市
民の皆さんの暮らしを支える基盤が弱まってきている状況があります。こうした課題に対応しながら、市の豊か
な自然環境や農地、美しい景観を保全しつつ、市民の皆さんが住みたい・住み続けたいと思える安全で快適な住
環境を整備していく必要があります。
　そのため、安全で利便性の高い市街地を形成するための手法として新たに「都市計画」の導入を目指し、令和
５年度から市の都市計画に関する基本的な方針の案 ( 都市計画マスタープラン（案）) の策定を進めています。
　都市計画の概要や都市計画マスタープラン（案） ※の策定に向けた取り組みの一部をお知らせします。

　
も
し
も
都
市
計
画
が

　
な
か
っ
た
ら
？

　

都
市
計
画
の
無
い
ま
ち
で
は
、

誰
も
が
自
由
に
建
て
た
い
も
の
を

建
て
る
こ
と
で
き
る
た
め
、
住
宅

や
商
業
施
設
、
工
場
な
ど
が
無
秩

序
に
立
ち
並
ん
で
生
活
し
づ
ら
く

な
っ
て
し
ま
う
だ
け
で
な
く
、
自

然
に
も
悪
影
響
が
出
て
し
ま
い
ま
す
。

　
一
方
、
都
市
計
画
の
あ
る
ま
ち

で
は
、
住
む
と
こ
ろ
や
買
い
物
を

　
都
市
計
画
は
、
左
図
の
よ
う
に

「
土
地
利
用
」「
都
市
施
設
」「
市

街
地
開
発
事
業
」
の
３
つ
を
柱
と

し
、
さ
ら
に
細
か
い
制
度
が
「
都

市
計
画
法
」
に
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
が
効
果
を
発
揮
し
な
が

ら
一
体
的
に
機
能
す
る
こ
と
で
都

市
計
画
が
構
成
さ
れ
ま
す
。

す
る
と
こ
ろ
、
働
く
と
こ
ろ
な
ど

が
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
自
然
環
境

も
保
た
れ
て
い
る
た
め
、
生
活
し

や
す
く
快
適
な
ま
ち
に
な
っ
て
い

き
ま
す
。

　
市
で
は
、
令
和
４
年
度
に
策
定

し
た
国
土
利
用
計
画
に
基
づ
き
、

都
市
計
画
の
導
入
に
向
け
た
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
令
和
５
年
度
か
ら
は
、
市
町
村

の
都
市
計
画
に
関
す
る
基
本
的
な

方
針
の
案
「
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
（
案
）」
の
策
定
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

（
案
）
で
は
、
市
の
現
況
や
課
題

を
整
理
し
た
上
で
、
市
の
ま
ち
づ

く
り
の
基
本
理
念
や
市
の
あ
る
べ

き
都
市
の
骨
格
を
示
す
「
将
来
都

市
像
」
の
ほ
か
、
土
地
利
用
、
都

市
施
設
整
備
、
市
街
地
整
備
等
、

各
分
野
別
の
ま
ち
づ
く
り
の
方
針

を
示
す
「
全
体
構
想
」、
４
地
域

（
牛
窓
、邑
久
西
、邑
久
東
、長
船
）

　
市
の
人
口
は
、
平
成
17
年
以
降

減
少
し
続
け
て
お
り
、
今
後
の
推

計
に
お
い
て
も
減
少
が
続
く
と
予

測
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
口
減
少
が

進
行
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
一
定
の

人
口
集
積
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
き

た
生
活
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
の
維

持
が
困
難
と
な
り
、
店
舗
の
閉
店

な
ど
市
民
生
活
に
さ
ま
ざ
ま
な
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

　
こ
う
し
た
課
題
に
対
応
す
る
た

め
、
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ご
と
の
現
況
と
課
題
に
応
じ
た
ま

ち
づ
く
り
の
構
想
を
示
す
「
地
域

別
構
想
」
を
定
め
ま
す
。

　

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

（
案
）
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、

地
域
住
民
や
邑
久
高
等
学
校
生

徒
、
子
育
て
世
代
な
ど
を
対
象
に

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
す
る
な

ど
市
民
の
皆
さ
ん
の
参
画
を
得
な

が
ら
取
り
組
ん
で
お
り
、
市
民
の

皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
意
見
を

踏
ま
え
な
が
ら
検
討
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

（
案
）
は
、
学
識
経
験
者
や
市
議

会
議
員
な
ど
で
構
成
す
る
瀬
戸
内

市
都
市
計
画
審
議
会
の
答
申
を
経

て
策
定
し
ま
す
。
策
定
は
令
和
７

年
３
月
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

「安全・快適で魅力ある住みよいまち」をテーマに
市内各地で開催したワークショップの様子

安全・快適で住みよいまちを目指して

「都市計画マスタープラン （案）」 を策定しています

都
市
計
画
の
内
容

ン
（
案
）
で
は
、
国
や
岡
山
県
の

都
市
計
画
の
方
向
に
沿
っ
て
、
医

療
・
福
祉
・
子
育
て
支
援
、
商
業

な
ど
の
都
市
機
能
や
居
住
な
ど
が

ま
と
ま
っ
て
立
地
し
た
拠
点
を
形

成
し
、
そ
れ
ら
の
拠
点
間
を
公
共

交
通
で
結
ぶ｢

コ
ン
パ
ク
ト
・
プ

ラ
ス・ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク｣

に
よ
り
、

便
利
で
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
る
方
向
を
示
す
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

Ｚ

公共交通沿線への
居住の誘導

拠点エリアへの
医療、福祉等の
都市機能の誘導

歩行空間や自転車
利用環境の整備

多極ネットワーク型
コンパクトシティ

拠点間を結ぶ
交通サービスを充実

乗換拠点
の整備

ダイヤ・運賃等の調
整による公共交通
サービスの改善

従来の公共交通
機関に加え、地
域の輸送資源の
総動員による移
動手段の維持・
確保

都市計画区域

国土交通省資料から引用

公園の配置

道路の整備

引用：国土交通省「コンパクトシティ政策について」

 

土地利用 

土地の使い方や 

建物の建て方の計画 

 

都市施設 

道路や公園、下水道 

などのまちの骨格と 

なる施設の計画 

 

市街地 

開発事業 
新しいまちを 

つくったり、まちを 

リフォームする計画 

 

都市計画 

　
都
市
計
画
を
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
区
域
の
こ
と
を
「
都
市
計
画

区
域
」
と
い
い
ま
す
。
岡
山
県
で

は
、
県
内
27
市
町
村
の
う
ち
、
21

市
町
で
都
市
計
画
区
域
が
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
瀬
戸
内
市

に
は
都
市
計
画
区
域
は
指
定
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。

　　
都
市
計
画
区
域
と
は

※本マスタープラン ( 案 ) は、今後の市のまちづくりの基本的な方針の案です。市のマスタープランの作成に当たっては、県が今後策定する区域マスタープラン
　に即する必要があります。

コラム 都市計画区域に指定されると変わること～集団規定について～

市民参画による策定を

進めています

　
「
コ
ン
パ
ク
ト
・
プ
ラ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
よ
る

　

 

持
続
可
能
な
都
市
構
造
を
目
指
し
ま
す

良好な市街地形成のための秩序ある土地利用

都市計画のあるまちのイメージ




